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　今回も各先生方から秀逸な原稿を頂き充実した

内容となり、感謝いたします。 

　在宅医療推進がさけばれていますが、24時間

対応は、在宅専門の医師がいなければ無理な話

で、我が岩手町では休日当番医の維持だけで精一

杯の現状です。 

　工藤先生が101才の天寿を全うされました。私も幼い頃に

は、しょっちゅうお世話になり、医者になってからは工藤医院

で当直させて頂きました。開業したときにはクリニックに訪問

してくださり、90才を越えておられましたが、大変お元気でし

た。謹んでご冥福をお祈りいたします。 

北上　　明
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巻　頭　言

　盛岡市近郊の桜の開花は、本年も当院（肴町）の桜が一番早かった様です。春の花だより

が、一番先に伝えられたと思うだけで、なにかしらうれしい気持ちになれます。

　桜の花見は、他の花の花見とは異なり、飲酒・飲食、手踊り等がつきものです。

　酒け飲みとは言えない小生でも、昔からサクラの花見はそんなものだろうと容認していま

した。

　昔は山の神を「サ」神と呼んでおりました。春５月（皐月）、山の神が坂（サカ）を降り、

里（サト）に入り、桜（サクラ・サ鞍）に乗り込みます。

　我々の先祖は、桜（サ神）を迎え、最初に酒（サケ・ササ）・肴（サカナ）を捧げ（ササゲ）、

榊（サカキ）でお祓いした後、下げ物（サゲモノ）をいただき、山の神（田の神）と一緒に

春を祝います。

　田の苗は早苗（サナエ）と言い、田植する人は早乙女（サオトメ）と言い、５月（皐月）

は、サ神様が、田神様となる月です。田の仕事が一段落すれば、サナブリ（サ昇り）と称し

て、田の神が山へ帰る事となります。

　盛岡近郊での桜は、裁判所（南部北家）の石割桜、沢田浄水場のシダレ桜、小岩井の一本

桜が有名です。一本桜はあまり大きな桜ではありませんが、岩手山とのバランスがとても良

い様です。

　岩手郡医師会も、八幡平市につづいて、平成26年１月１日より『滝沢市』になります。そ

ろそろ、岩手郡医師会の名称変更が必要となりそうです。

　岩鷲山医師会、岩手山医師会、岩手西北医師会、岩手郡市医師会・・・、等が浮かんでき

ますが・・・（？）。

　何か現在の当医師会にフィットするバランスの良い名前が浮かびましたら、ぜひとも岩手

郡医師会にご連絡下さい。

『サクラ』
一般社団法人岩手郡医師会　副会長　　栃　内　秀　彦
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平成25年度 第１回岩手郡医師会通常総会
招集通知日：平成25年４月15日㈪
日　　　時：平成25年５月18日㈯
　　　　　　17：00〜
場　　　所：盛岡市盛岡駅前通１−44
　　　　　　ホテルメトロポリタン盛岡本館
　　　　　　４階　はやちねの間
総 会 員 数：89名

出席会員数：31名
委任出席数：45名
司　　　会：理　事　高橋　真
開　　　会：理　事　高橋　真
議　　　長：　　　　篠村達雅
議事録署名人：高橋邦尚、篠村達雅
閉 会 挨 拶：理　事　高橋　真

　５月12日にご逝去された沼宮内の工藤剛
嗣先生のご冥福をお祈り黙祷をささげた。

会 長 挨 拶

　高橋邦尚会長より、次の挨拶があった。
　こんにちは。ご挨拶申し上げます。今回
は、新しい法人の定款に基づく一般社団法
人岩手郡医師会として初めての総会になり
ます。本日の総会の運営方法も後ほど説明
があると思いますが、従来と多少の変更が
なされまして、総会は原則年に１度の開催
となります。また、今回は移行期でもあり、
５月開催となりましたが、来年以降は６月
の開催となります。いずれにしましても会
員皆様のご協力を得まして、本日の議題及
び重点事項について忌憚のないご意見をい
ただきまして、スムーズな運営を行いたい
と思います。
　最近の郡医師会活動の中から一つお話し
させていただきます。皆様ご存じのよう
に、現在国策として地域医療の切り札とい
うことでかかりつけ医という言葉に代表さ
れる、いわゆる在宅医療に対する取り組み
が行われております。既に県央保健所主催

による雫石町、滝沢村地域での協議会が過
日行われました。雫石町では、町立病院を
主体とする在宅システムが現在模索されて
いる途中でございます。しかしながら、こ
れらは主として国、県からのいわゆる中央
主導の指示によるものが多く、医療現場に
いる我々の目から見ると余り実際的、ある
いは現実的ではないと思われる点も多々ご
ざいます。地域の医師はかかりつけ医とし
て24時間対応し、最後まで患者様を看取る
べきといったような考え方がそれに当たり
ます。さきの県央保健所主催の会の席上、
私は各地域の医師は我が身を省みず献身的
に地域の医療を支えているが、その努力に
もおのずと限界があること、また我々医師
にも自分の健康と家族の生活を守る権利が
あることをお話しし、これらが担保される
ことを前提に地域医療への貢献に尽くした
いという旨話しさせていただきました。今
後ともこの問題につきましては、この理念
を貫きたいと思っております。それ以外に
も岩手郡医師会が解決すべき問題は多くあ
り、今後とも皆様のご意見に耳を傾けなが
ら後戻りすることなく取り組んでいきたい
所存でございます。

　　 総　会　議　事　録 　　
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会員皆様のご協力、ご指導のほどよろしく
お願い申し上げます。以上です。

一般社団法人岩手郡医師会の認可と登記の報告

　篠村達雅議長より一般社団法人岩手郡医
師会の許可と登記の報告について近谷正広
事務局長に求め一般社団法人岩手郡医師会
の認可と登記について３月22日付けで岩手
県より許可通知書通知が出た事、その後４
月１日付で登記したことを近谷正広事務局
長が報告した。

議 　 事

⑴　第１号議案　平成24年度岩手郡医師会
事業報告
⑵　第２号議案　平成24年度　一般会計決
算（案）
⑶　第３号議案　平成24年度　休祭日当番
医会計決算（案）
⑷　第４号議案　平成24年度　特別会計決
算（案）
⑸　監査報告
⑹　平成25年度活動計画（案）
⑺　岩手郡医師会役員の選出について
⑻　岩手県医師会理事、代議員、予備代議
員について
⑼　一般社団法人岩手郡医師会定款
⑽　一般社団法人岩手郡医師会定款細則
（案）について

〇篠村達雅議長より７番の議事に入ること
を告げた。
　第１号議案　平成24年岩手郡医師会事
業報告を会長に求めた。

〇高橋邦尚会長より今回発行の岩手郡医報
の特別号に現在まで行われた活動等につ
いてまとめたこと。その医報を読んだ上
で、何かご質問あれば答えると話した。
〇篠村達雅議長より「ご質問ございます
か。」と会場にきいたが「なし」の声
〇篠村達雅議長より第２号議案　平成24年
度一般会計決算（案）、それから第３号
議案　平成24年度休祭日当番医会計決算
（案）、第４号議案　平成24年度特別会
計決算（案）、この３つを一括して上程
いたし説明を高橋真理事に求めた。
〇高橋真理事より資料の１―１、１―２、
２―１、２―２、３―１、３―２、４―
１、４―２、４―３、４―４の説明をした。
〇篠村達雅議長より第２号議案、第３号議
案、第４号議案について質問を会場に求
めた。
〇上原充郎会員より事務委託費が少ないと
思うがこれでやっていけるか、この事務
量を見ていると大変なようなので、今見
て今までの報酬ではちょっと無理かなと
思いましたので、無理のないところで
やっていただきたいと話があった。
〇高橋邦尚会長より会長案が示された。
〇篠村達雅議長より会場に承認を求め事務
局の報酬は会長案に「異議なし」の声多
数で承認された。  
〇篠村達雅議長よりこの第２号、第３号、
第４号議案を可決、承認していただく方
の挙手を求め賛成者挙手多数により第２
号、第３号、第４号議案を可決、承認さ
れた。
〇篠村達雅議長より第５号議案、金井猛監
事に監査報告を求めた。  
〇金井猛監事より「監事であります西島先
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生とともに本日監査いたしましたので、
ご報告申し上げます。社団法人岩手郡医
師会の平成24年度の業務及び財産の現況
について、会計帳簿及び書類の閲覧によ
り、平成24年５月18日に監査いたしまし
たので、次のとおり報告いたします。
　　１、会計帳簿は記載すべき事項を正し
く記載し、一般会計決算書、休祭日当番
医会計決算書、特別会計決算書の記載と
合致していると認めます。
　　２、役員の業務執行については正しく
定款に従ってなされており、妥当である
と認めました。以上です。」と話があった。
〇篠村達雅議長より会場に質問を求めたが
「なし」の声により篠村達雅議長は第５号
議案の監査報告を承認されたものとした。
〇篠村達雅議長より第６号議案、平成25年
度活動計画（案）と収支報告書について
は、総会への報告事項であるが、平成25
年１月26日、前の通常総会で承認を得て
いるので、今回は割愛させていただくと
話をして会場より了承を得た。
〇篠村達雅議長より第７号議案、岩手郡医
師会役員の選出について久保谷康夫副会
長に説明を求めた。
〇久保谷康夫副会長「正式な議案としての
文言は入れてなかったのですが、正式な
議案としてご審議をいただきたいと思い
ます。お手元にこの１枚の紙が配付され
ていますでしょうか。これ申しわけない
ですが、会長、副会長とかというふうに
入れてしまったのですが、これは前回の
総会のときにこの役員の方々でいきます
よということで既に総会でご承認いただ
いているところなのですが、この４月１
日から新しい法人になりました。監事に

対する措置というのが２つあるのです
が、ちょっとややこしいのですけれど
も、通常ですと役員は、理事がこの選挙
で選ばれますと２年なのですが、県の医
師会、それから日本医師会の関係があり
まして、理事の任期は来年の総会までと
いうことになります。その下の監事のと
ころには、今度は３年というふうに書い
てあります。理事は来年また選挙します
ので、その２年後、つまり３年後までは
今回監事に選任していただければ任期が
続くというような形の役員の選任の議案
として上程させていただきました。先ほ
ど申しましたように、前回の総会のとき
にご承認はいただいておるところなので
すが、改めて本日理事、監事としてのご
承認をいただきたく議案として上程した
次第です。どうぞよろしくお願いしま
す。」と話があった。
〇篠村達雅議長より会場に質問求めたが
「なし」の声が返った。
〇篠村達雅議長より会場に挙手願いとした
ところ挙手多数で岩手郡医師会役員の選
出については承認された。役員全員もこ
れを承諾した。
〇篠村達雅議長より第８号議案、岩手県医
師会理事、代議員、予備代議員について
久保谷副会長に説明を求めた。
〇久保谷康夫副会長   「今度の定款でも岩
手県医師会の代議員、それから予備代議
員、それから岩手県医師会の理事の推薦
等につきましては、この総会でご承認を
いただくということになっております。
まことに申しわけないのですが、先ほど
の役員名簿のところの右の備考の欄のと
ころに県の医師会の代議員として植田先
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生、それから高橋真先生、それから予備
代議員として森茂雄先生、それから北上
明先生、それから県の医師会の理事とし
て山口淑子先生をご推薦といいますか、
ご承認をいただきたく、議案として上程
いたしました。よろしくお願いいたしま
す。」と話があった。
〇篠村達雅議長より会場に質問をもとめた
が「なし」の声。
〇篠村達雅議長より会場に賛成の挙手を求
め挙手多数となり、岩手県医師会理事、
代議員、予備代議員について承認された。
〇篠村達雅議長より第９号議案、一般社団
法人岩手郡医師会定款について久保谷副
会長に説明を求めた。
〇久保谷康夫副会長「この医報の中に入っ
ておりますし、それから従前からもうか
なり何回かご審議といいますか、ご協議
をいただいて、そのとおりの文言で県の
ほうの許可をいただきました。先ほど話
しましたように、理事と監事のところの
任期だけが岩手郡医師会の都合ではなく
て、日本医師会、岩手県医師会との兼ね
合いがあり役員の任期が、ちょっとわか
りづらいのですけれども、そういうよう
な定款の附則というところなのですが、
そういうような形で定款を表記させてい
ただいたということでございます。」と
話があった。
〇篠村達雅議長より会場に質問を求めた。
〇上原充郎会員より定款はどういう経緯と
決定の過程と新旧の違いの説明を求める
質問がありその後討議をした。
〇久保谷康夫副会長「過去に４回か５回ぐ
らいご説明申し上げたと思うのですが、
そのこととほとんど変わりがございませ

ん。今申し上げましたように、一番最後
のところの理事と監事の任期のところだ
けが我々の都合ではなくて、県の医師
会、日本医師会に合わせたところがあり
ます。議事録の署名人は、議事録という
のは第21条のところにあります。総会の
議事についてはというようなことで議長
及び議事録の作成にかかわる職務を行っ
た理事だということになっています。」
〇上原充郎会員「自分でつくったのがみん
なに見ていただいて間違いないよという
ことで、別な人が議事録署名人のほうが
いいのではないか。」
〇久保谷康夫副会長「議事録は、議事録そ
のものを開示といいますか、当然会員の
ところには議事録というのは全部見れる
ことになっている。」と説明をした。
〇上原充郎会員より「虚偽記載かどうかと
いうことのチェック機構がなくていいの
かな。」と質問があった。
〇篠村達雅議長より会長に意見を求めた。
〇高橋邦尚会長「新しい定款になって、か
なりいろいろな変更がありますし、我々
が一般的に思っているのと違うようなこ
とがあり、例えば今回の議長選出の件に
もついて本来であれば今までどおりやれ
ばよろしいのですが、どうも私も不勉強
でよくわからないのですが、県の医師
会、国の医師会、新しい社団法人のあり
方ということに関して法律の組み立てと
いうのは全てこういうような形になって
いるようなのです。我々の立場からして
も、やっぱり先生おっしゃるとおりで
す。やっぱり議長もこの場所から選び、
それから議事の記録についても署名人の
方はお願いして、今までどおりよろしい
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ですねと判こいただくということのほう
がすっきりはするのです。ただ、全体の
社団法人というのは、法律のとらまえ方
が一貫してこういうようなことだという
ふうに私は理解しています。もし先生の
おっしゃるようにこのあり方がちょっと
まずいのではないかということであれ
ば、この岩手郡医師会独自のやり方とい
うことで、これ決めることは久保谷先生
可能なのでしょうか。」
〇久保谷康夫副会長「従前どおり、例えば
この総会に出た方から、従前に総会に出
た方お二人をご指名してその方に議事録
署名人になっていただいているというこ
となのですが、それ定款を変えることは
もう全然問題がないです。」
〇高橋邦尚会長「いかがでしょうか、もし
そういうことが可能であればここでご討
議されたらどうなのでしょうか。」
〇篠村達雅議長「一旦これ定款として届け
ているものだから、これをもし変えると
すれば定款の変更届を出さなければなら
ない。とすればその定款を変更する必要
があるかどうかという会議というか、委
員会をつくって、そこで検討してどうす
るかということになると思います。今は
ここの場では、これ以上の話をすること
いうことにはいかないだろうというふう
に私は思いますけれども。」
〇上原充郎会員「私の考えはそういうこと
なのだけれども、それであとは皆さんで
考えてください。ここで結論は要らない
です。」
〇高橋邦尚会長「はい。そうすると、どう
するかという委員会というか、理事会な
り役員会で検討してみるということでよ

ろしゅうございますか。」
　会場より「はい」の声
〇高橋邦尚会長「では、そのようにお願い
します。」
　議事録署名人については定款変更にも関
わるため理事会、役員会で検討すること
とした。
○篠村達雅議長より第10号議案、定款細則
について久保谷副会長に説明を求め説明
後討議をした。
〇久保谷康夫副会長「前後しましたけれど
も、定款施行細則です。資料５です。こ
れは、岩手県医師会のほうで定款施行細
則というのをつくりましたので、大体そ
れとほとんど横並びの定款施行細則とい
うものにいたしました。文言を全部読ん
でいると時間がちょっと足らないのです
が、何を書いたかといいますと会費はど
う決めるかとか、それから入会の日はど
うするかとか、役員選挙のときには推薦
人が何名いるかとか、それから裁定委員
会というのは、例えば誰かを除名すると
か、そういう裁定委員を選ぶときにはど
うするかとか、そういうようなものが定
款に細かく記載がありませんので、こう
いうふうな別枠で定款施行細則というこ
とで規則を設けた次第であります。この
定款施行細則（案）につきましてご審議
をいただきまして、よろしくお願いしま
す。」
〇上原充郎会員「今渡されて、これどうだ
と言われてもどうにもならないから、こ
れの決定については次回までに延ばすぐ
らいの余裕は持てないのでしょうか。」
〇久保谷康夫副会長「まことにおっしゃる
とおりです。お許しいただきたいのは、
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また来年の総会になってしまいますの
で、総会の前にこの細則にあるルールで
理事の選挙をやるわけですので、本日は
完全にご承認はいただいておりません
が、選挙に関しては、こういうようなルー
ルでもって行っていいかどうかというこ
とのご承認だけでもいただきたいなと思
います。」
〇上原充郎会員「そこちょっと説明してく
れないですか。」
〇久保谷康夫副会長「役員の選任の第14条
からずっと長くて37条までです。岩手県
の医師会のほうで役員の選任にかかわる
定款施行細則というのをつくりましたの
で、それと文言がほとんど変わらないよ
うな形で出しております。そのような次
第です。」
〇上原充郎会員「要点、例えば立候補する
ならば推薦人は何人だとかさ。」
〇久保谷康夫副会長「第17条に書いてあり
ますけれども、従前はそうだったのです
けれども、会員２名の推薦を受けて立候
補する人は会長に届け出をしなければな
らない、そういうような細則です。」
〇上原充郎会員「例えば立候補できない
者、前科者はだめだとか。」
〇久保谷康夫副会長「一般社団法人の場合
には前科者でも大丈夫だと思います。」
〇上原充郎会員「ということは、そういう
のは日本の法律にのっとってやるという
ことですか。」
〇久保谷康夫副会長「そうです。私は医報
の巻頭言に書いたのですけれども、定款
はほとんど法律を丸写しだというふうに
思っていただければいいかと思います。
今上原先生のご質問のように、もし何か

前科者とかそういう者が役員になれるの
かどうかというものも法律に全部、法律
文の中に書いてあります。ですから、そ
れから逸脱しない限りは別に何も問題は
ない。よろしいですか。」
〇上原充郎会員「わかりました。」
〇久保谷康夫副会長「皆さん方に何回かお
示ししまして、その後県とやりとりした
のですけれども、変わったところは議決
を決議になさいとか、そういう言葉使い
だけです。監事の任期のところだけが法
律で２年を下回ってはいけないので３
年、最初の監事については３年にすると
いうところだけでした。」
〇篠村達雅議長「そうすると、今の上原先
生のお話の細則については、次の総会の
ときまでちょっと待ってくれというふう
な話ですがそうすると結局、次の役員選
挙のところでちょっとひっかかってしま
うので、その分だけは承認していただけ
ないかという久保谷先生の話だと思いま
す。」
〇上原充郎会員「そうすると役員は２年任
期、監事は３年任期でいくということで
すか。」
〇久保谷康夫副会長「違います、今回だけ。
理事は来年また選挙やります。監事は３
年ですから、そうすると３年後には今度
は２年、２年でいきましょうということ
です。」
　　篠村達雅議長より定款細則案の役員の
選任についての部分の承認の挙手を会場
に求めた。
　賛成者挙手多数で承認された。
〇篠村達雅議長「ありがとうございます。
先ほど言いましたように、細則について
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は次の総会までですが、役員の選挙に関
連する選任については、今回ここで承認
されました。一応これで議事を終了しま
す。」と告げた。

報 告 事 項

①岩手県医師連盟推薦候補について
②高橋孝先生の後任　岩手県医師国保会議
員、岩手県医師信用組合総代、いわて医
師協同組合総代
③岩手県医師会野球大会について

そ の 他

　今後の研修会、勉強会の開催について、
役員慰労金について、在宅当番医の負担金
について、ホームページについて

〇篠村達雅議長より８の報告事項と９のそ
の他の説明を会長に求めた。
〇高橋邦尚会長が報告をした。
　８．報告事項①
　「１つは選挙の話です。岩手県医師連
盟推薦候補につきましては、日本医師会
副会長の羽生田たかし先生を推薦という
ことになりました。栃内先生と相談させ
ていただきましたが、岩手県医師会は全
国医師会の中でも実際の署名の数と実際
の投票数が比較的高率で当てはまると、
信用できる署名の内容だということでし
た。それ踏まえまして、一応２回に分け
て、この前ファクスをお出ししました。
まず、第１弾としましてはご家族、近し
い方、できればスタッフ、その家族、近
しい友人というふうに一応確実なところ

を確保していただきまして、また来月中
旬になりましたら、第２弾として今度は
業者さんとか患者さん、できれば広い範
囲をもってやりまして、確実性を高めた
選挙活動をしていきたいということにさ
せていただきました。よろしくご協力の
ほどお願いいたします。」
　報告事項②
　「それから、高橋孝先生がお亡くなり
になりました後ですが、岩手県の医師国
保委員に関しましては紺野先生、それか
ら医師信用組合の総代に対しましては高
橋真先生、医師協同組合総代につきまし
ては植田先生にお願いしましたので、ご
報告いたします。」
　報告事項③
　「岩手県医師会野球大会につきまして
は、今回岩手郡医師会は野球そのものに
は参加せず、懇親会についてのみ参加と
いうふうにさせていただきました。」
　９．その他
　「その他です。今後の研修会、勉強会
の開催についてです。担当の紺野先生と
相談させていただきます。できれば原則
偶数月に勉強会、研修会を開催させてい
ただきまして勉強しましょうと、そして
その中に国あるいは県指導の糖尿病の勉
強会、それから認知症の勉強会も入りま
すし、あと会員の皆様からこういうのを
ぜひやりたいということであればどしど
しアイデア出していただいて実現に近づ
けたいと思っております。」
　「役員の慰労金についてですが、先ほ
ど高橋真先生からお話ありましたが、お
一方を除きまして、皆さんこの前の決議
どおりご寄附いただくことになりまし
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た。ご協力感謝申し上げます。」
　「在宅当番医の負担金についてです。
本年度３月31日に閉めまして、来年度の
５月末をめどに皆様に支給させていただ
く予定です。」
　「ホームページですけれども、今従来
のホームページを新しくしております。
各担当地域の先生方にはよろしくご協力
のほどお願いいたします。」
　「それから、最後の話です。医師会の
ネーミングがどうしたかというのが今
困っております。26年の１月をもちまし
て滝沢村は滝沢市になります。医師会の
名前をどうするかということで、これも
皆様にご意見伺いたいと思っています。
ちなみに、八幡平市が市制に変わりまし
たときに歯科医師会は八幡平岩手歯科医
師会というふうに名前を変えておりま
す。今度それに滝沢というのが入ります
けれども、どのようにするのか追って皆
様に相談させていただきたいと思います
ので、よろしくお願いいたします。８と
９の報告関係はこれだけです。」と会長
が報告をした。
〇篠村達雅議長より会場に質問を求め質問
があり討議をした。
〇上原充郎会員「その他の休日当番医が今
年度分から支給になるのですね。」
〇高橋邦尚会長「はい。」
〇上原充郎会員「今までの当番医の貯まっ
た分はどうするのですか。」
〇遠藤明哲公認会計士「総会でご承認いた
だきました予算の関係ですけれども、１
つが地域住民の公衆衛生向上のための事
業、それともう一つが医療従事者の教育
活動、この２つの事業に対して公益目的

財産額を使用して、ゼロになるまで使用
していくということの予定になっており
ます。一般社団になるときに、今まで税
制上も優遇されてきてたまってきた資金
というのが当然ある。それはある程度公
益的な目的に使ってくださいというのが
今回の一般社団法人移行の趣旨でござい
ましたので、それは例えば地域住民の方
に対する情報提供であるとか、勉強会で
あるとか、そういった事業、それともう
一つはお集まりのお医者様以外にも医療
に関係した、従事した方々の研修、生涯
教育とか、研修とかそういうものに使っ
ていくと、そういう趣旨でございます。」
〇上原充郎会員「勉強会をやるよというよ
うなときに、資金的に協力してもらうな
んていうことは事と次第によってはでき
ることなのかな。」
〇高橋邦尚会長「それはできることだと思
います。具体的にこの前やりました雫石
町での自殺予防の勉強会とか、ああいう
ものに対しての協賛とか、市町村で必要
なものに対しては積極的に使っていただ
きたいということです。」
〇上原充郎会員「貯まった分いくらあるの
ですか。」
〇遠藤明哲公認会計士「３月時点で5,000
万円ほどです。」
〇高橋邦尚会長「42年か何年かで少しずつ
分けて使う。ただ必要性があって前倒し
で使っていて、それを10年で使うという
ことがあったとしても、よろしいという
ことなようです。」
〇遠藤明哲公認会計士「制度上もどうして
もしようがなくて、毎年、毎年県のほう
に報告してゼロになるまで報告し続けな
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ければいけないということです。」
〇上原充郎会員「そうすると、その扱いで
こういうのに使えるよというのかな、そ
れと役員のほうで教えていただけません
か。そして、理事会なりで何ぼか出すよ
というようなことにだんだんにやっても
らえれば、下々の我々は使いやすい、お
願いしやすいですよね。」
〇高橋邦尚会長「それ非常に大事な意見で
して、例えば各部会とか、地域とか、専
門領域の仕事あるいは公の仕事、特に学
校医なんかもそうですけれども、こうい
う事業をやりたいのだ、ああいうことを
やりたいのだ、こういう勉強会やりたい
と、地域住民に対してこういうアプロー
チをしたいということあればどんどん、
我々のほうにご提案いただきたいと思い
ます。むしろ我々はそのご提案にのっ
とって事業計画を立てていく、一方で従
来やっておった我々の研修、勉強会なん
かも含めて、それと両輪でやっていく
と、そういうふうなお金の使い方だと思
います。ぜひご意見伺いたいと思いま
す。皆様にもその点よろしくお願いいた
します。」
〇篠村達雅議長「よろしいですか。」
〇上原充郎会員「ありがとうございます。」
〇篠村達雅議長より質問者と会場へ理解が
得られたことを確認した。
〇篠村達雅議長より議事、報告事項、その

他について終了したことを告げた。

〇篠村達雅議長より理事、監事が選任され
たが会長、副会長、総務理事の選定につ
いて久保谷副会長に意見を求めた。
〇久保谷康夫副会長より「本来はこれ一回
中座して、別室で協議して、皆様方に会
長、副会長、総務理事をお披露目すると
いうような予定にしていたのですが、時
間かなり過ぎてしまいましたこと、それ
と先ほど役員名簿のところに名前、役職
区分も入れたかたちで総会の了承を得ま
したので、この方々が会長、副会長、総
務担当理事と普通の理事ということにな
りました。ご承認いただいてよろしいで
すか。」
〇篠村達雅議長が会場に会長、副会長、総
務理事の承認を求め一般社団法人岩手郡
医師会の会長、副会長、総務理事が承認
された。
○高橋邦尚会長より「中途半端で、時期は
あと１年ですが、私は会長をやらせてい
ただきますし、あと副会長、監事、役員
を24年度同様のメンバーでやらせていた
だきたいと思います。一生懸命やりま
す。よろしくお願いいたします。」
　会場より満場の拍手を得た。

以上議事・報告事項を終了
18時25分　高橋真理事が閉会を宣言した。
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岩手県立中央病院院長

1952年（昭和27年）　山梨県に生まれる。
1978年３月　東北大学医学部卒業。２年間の研修後、1980年４月東北大学医学部第２外科入局。
1987年３月　葛西森夫教授のもとで『胆道閉鎖症における利胆剤の投与効果と胆汁酸代謝』にて

医学博士授与。
1988年４月　岩手県立中央病院小児外科長として着任。消化器外科、小児外科の診療に従事。肝

胆膵外科、食道外科などがん患者さんの手術、治療を中心に現在に至る。
1999年11月　岩手県立中央病院消化器外科長
2006年４月　岩手県立中央病院副院長兼地域医療支援部長兼消化器センター長兼消化器科長。岩

手県医師会常任理事。
2008年４月　日本医師会医療安全対策委員
2009年４月　岩手県立中央病院副院長兼消化器センター長兼消化器外科長。東北大学医学部臨床

教授。
2010年４月　日本医師会勤務医委員会副委員長
2012年４月　岩手県立中央病院院長
現在に至る。

＜所属学会＞　
日本肝胆膵外科学会評議員、高度技能指導医。日本外科学会指導医・専門医・認定医。日本消化
器外科学会指導医・専門医・認定医。日本小児科外科学会指導医・専門医・認定医。日本臨床外
科学会。日本がん治療学会。日本静脈経腸学会。日本緩和医療学会。日本がん治療認定機構がん
治療認定医。日本膵臓学会。日本腹部救急学会。日本医療マネジメント学会。日本クリニカルパ
ス学会。東北大学臨床教授。

現在、岩手県立病院医学会会長、岩手県医師会常任理事、岩手県立病院緩和医療研究会、岩手県
立病院一般・消化器外科分科会の各世話人代表。日本医師会勤務医委員会副委員長

手術に際して心がけている点：大胆かつ繊細な手術、患者さんは自分の家族と思い手術。
『鬼手仏心』が座右の銘。

趣味：スキー、ゴルフ、散歩。

■日時／平成25年5月18日㈯　18：30〜
■場所／ホテルメトロポリタン盛岡本館
　　　　4階　はやちねの間

演題：「地域住民が必要とする病院をめざして
－岩手県立中央病院の取り組み－」

講師：岩手県立中央病院　院長
　　望月 　泉 先生

 特　別　講　演   

 プロフィール
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懇　親　会 
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日　時：平成25年４月17日㈬
　　　　19：00〜

場　所：アイーナ　研修室817

報告事項
⑴　一般社団法人岩手郡医師会の登記報告
⑵　平成24年度事業報告
⑶　平成24年度岩手郡医師会の決算報告
⑷　平成25年度岩手郡医師会の予算

協議事項
⑴　平成25年度岩手郡医師会事業計画・
学校部会のリサーチ
⑵　岩手郡医師会、会長、副会長、理事、
監事の選挙と任期、岩手郡医師会の代
議員、予備代議員についてと現役員の
就任について
⑶　岩手郡医師会定款施行細則について

日　時：平成25年６月12日㈬
　　　　18：00〜

場　所：滝沢村商工会　２階

協議事項
⑴　新法人名について
⑵　岩手郡医師会定施行細則案について
⑶　在宅休日当番医制度協議会　（行政区を超えた協力について）
⑷　月例研修等について
⑸　住民健康講座について
⑹　産業医研修会について
⑺　医科・歯科・行政協議会について
⑻　年内事業計画について

その他
⑴　選挙について　羽生田先生の支援、田中真一候補予定者　後援会
⑵　学校保健部会

第１回岩手郡医師会総務会

第２回岩手郡医師会拡大総務会

　　 議　事　録 　　

出席者：高橋邦尚、久保谷康夫、篠村達雅
高橋　真、植田　修、北上　明、
遠藤明哲公認会計士

出席者：高橋邦尚、栃内秀彦、篠村達雅
　　　　高橋　真、植田　修、北上　明
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日　時：平成25年４月24日㈬
　　　　19：00〜

場　所：アイーナ　研修室817

報告事項
⑴　一般社団法人岩手郡医師会　登記報告
⑵　平成24年度事業報告
⑶　平成24年度岩手郡医師会の決算報告
⑷　その他

協議事項
⑴　平成25年度岩手郡医師会事業計画　・学校部会のリサーチ（側弯症）
⑵　平成25年度岩手郡医師会の予算
⑶　一般社団法人岩手郡医師会定款
⑷　一般社団法人岩手郡医師会定款施行細則案
⑸　岩手郡医師会、会長、副会長、理事、監事の選挙と任期、岩手県医師会の代議員、予
　　備代議員についてと現役員の就任について
⑹　医師連盟　参議院比例区の推薦について（羽生田候補）
⑺　岩手郡医師会のホームページ リニューアル案とリンク団体の追加について
⑻　５月18日総会時の特別講演（案） 中央病院院長　仮題「DPCと病診連携などについて」
⑼　総会議案と次第案について

第１回岩手郡医師会理事会

出席者：高橋邦尚、栃内秀彦、紺野敏昭、
久保谷康夫、篠村達雅、高橋　明、
山口淑子、高橋　真、植田　修、
北上　明、金井　猛
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各 種 行 事 報 告

■日　時：平成25年６月12日㈬　19：30〜

■場　所：滝沢村商工会　２階

髙橋邦尚会長、栃内秀彦副会長、篠村達雅

総務理事、佐々木久夫理事、山口淑子理事、

植田修理事、西島康之監事、金井猛監事、

上原充郎会員、藤井裕会員、鈴木一彦会員、

立本仁会員、事務局　近谷正広

次　　　　　第

１．24年度報告

２．25年度事業計画（県に報告予定）

３．滝沢村側弯症について

４．その他

髙橋邦尚会長より挨拶

　お忙しい中集まっていただいたこと、選

挙協力（羽生田たかし氏、田中真一氏）へ

の署名協力の状況と説明をして会員の協力

にお礼をした。

　続いて休日当番医に関して盛岡の夜間診

療所の活用や広報の様式、行政区を超えた

協力について説明をした。その後、意見交

換をして夜間診療所のお知らせは各市町村

へ様式そのまま載せて得よろしいか確認す

る。休日当番医の行政区を超えた協力につ

いてはもう少し検討する。具体的に対応す

る際は協力をいただきたいと述べ了承を得

た。

　金井猛監事が進行役となり学校部会の協

岩手郡医師会　学校医部会
議事項に入った。

〇金井猛監事　事業計画のほうは先日集ま

りまして、決定してはいます。

　テーマとしては重点目標とその他と分け

まして、重点目標が１、小児生活習慣病対

策、あと２、児童生徒の運動器検診への取

り組み、その他としては１番、生きる力を

育む健康教育の充実、いじめ、不登校、思

春期問題等、あと２、学校健診の充実、３、

地域学校保健会の活性化ということで県の

ほうにはもう報告してあります。

〇金井猛監事　年度の活動報告は山口先生

のほうから出していただくことになってい

ました。３月の協議会でそういう話になっ

ていたと思います。３番目の懸案事項であ

る滝沢村側弯症についての協議、これはそ

のテーマの重点目標の児童生徒の運動器検

診への取り組みということに関するものと

考えていただいていいと思いますけれど

も、そこら辺はちょっと山口先生から。

〇高橋邦尚会長　初め、これは経緯がござ

いまして、その間の学校部会のときに山口

先生のほうからこれをテーマとしてやるの

はどうかと。県とか国のほうも子供さんの

側弯症の問題が今大きく取り上げられてい

るのでということで、私はそれいいですね

という話があって、私が前のめりになっ

て、具体的には予防医学協会のほうにお願

いしてそういう測定をして、それをデータ

としてとるのだと。そして、滝沢の小学校

の一つの年代層をグループとして、それを

２年間にわたって経過を見ると。ただ、お

金がかかるのは子供さんたちからお金を集
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める、父兄から集めるわけにはいかないの

で、90万円ぐらいのお金がかかるのだよね

といったときに、私はちょっとまた前のめ

りになりまして、それだったら郡でリサー

チやるというのもいい考えだから、話進め

ませんかという話をしたという経緯があり

ます。その後、実は学校部会でこういう話

が出ているのだろうけれども、どうなのだ

ろうというふうなことで総務会とか、二、

三の先生から話し伺ったのですが、実はこ

の事業はもうほかのところでも、地域でも

やっていると。しかも、行政が予算を立て

てその中でやっているのだということで、

私は不勉強で、そうなのですかという話に

なってというのが一つ。今度は行政からも

し滝沢でやるのであれば郡全体でやるとい

うことではないわけだから、滝沢村の行政

に医師会のほうで掛け合って、それで予算

化してもらって、それでやってもらうとい

うのが本筋ではないかというふうなご意見

をいただきました。それはそのとおりだな

と私も思いましたので、きょうこのことも

皆さんにご協議願いたいと思います。

　一方で、具体的にやり方がわからないの

ですけれども、整形外科の先生から、例え

ばこういうリサーチというのは改めてやる

だけのことがあるのかどうかということ、

それから方法論とか、ほかのまとめ方につ

いて整形外科の先生からも必ず、ちょっと

うちでご意見いただいたほうがいいという

久保谷先生からのお話もありまして、きょ

うお忙しいところ、立本先生にお願いし

て、ご意見を伺おうと、オブザーバーとし

て参加していただいております。

　以上のこと、要するに予算化のことにつ

いて行政としてやるべき、あるいはそれは

それとして、郡としてもやるだけの価値が

あるのではないかということ。それから、

もしやると決まったのだったら、その方法

論の中に無理がないか、整形外科医の専門

的な意見を伺おうということで話を進めて

いただきたいと思います。

　以上です。

〇金井猛監事　山口先生からまずお話しい

ただいていいですか。

〇山口淑子理事　ご説明いたします。

　私は２つの資料を、まず脊柱側弯検診の

ことからお話します。このことについて、

今文科省でも脊柱側弯でなくて運動器検診

について進めていく方向に話し合われてい

るものです。

　それで、実はこれ私がすごく言いたいの

は、結構滝沢村でも手術している子がいる

のです。やっぱり見逃されているという例

があって、ただ滝沢村とか岩手県だから余

り訴訟になっていないのですけれども、全

国的には結構訴訟になっているところが多

くて、見逃しではないかと。いつ発症した

かわからないからと小学校１年生から高校

になって手術することになったので、小学

校１年生から中学３年生までの間にかか

わった学校医全部が訴えられているという

ところもあって、脊柱側弯についてです

ね。そういうどたばたしている中で、学校

検診だと側弯は診ますよね、ちゃんとして

いるか。だけれども、人数も多くて、時間

があるので、前屈のところまでいかないの

ですよね。

　実際例えば私は一本木小学校とか柳沢小

学校はできるのですけれども、滝沢小学校



岩手郡医報　№103／平成25年度　第103号　2013年 8 月

17

でそれやっていたら、もうとてもじゃない

けれども、やってられない。ちょっとお話

が前後してしまいますけれども、１枚目の

紙のときに第４条、学校保健法第６条第１

項の健康診断及び検査の方法はこのとおり

です。これは、毎年やっている検査ですよ

ね。就学時健診はまた別で、その他のヘル

ニアとかも入ってくるのでまたややこしい

のです。これをやらなければいけないこと

になっているので、確かに見逃しをしてし

まった場合、中学生になると、今度は逆に

女の子なんかは裸になりたくないし、先生

たちも裸に無理矢理させるということはな

かなか難しいのではないかなと、そういう

ことで見逃しもあるのではないかと思いま

す。

　この下のほうに岩手県予防医学協会で

は、検査実施しているというので、全体的

では岩手県内33市町村中18市町村、岩手郡

の中では岩手町と雫石町。雫石町はずっと

前からやっているのですけれども、岩手町

は今年から、25年度から始めているという

ところで、あと残りの八幡平市、滝沢村、

葛巻町はやっていないというのが現状です。

　盛岡市もやっていないです。人口の関係

もあるのでしょうけれども、盛岡市、滝沢

村から発見される手おくれの脊柱側弯がい

るということを山崎先生の講演で聞いたこ

とがあるのですけれども、その２枚目の検

査方法についてのことなのですけれども、

検診車があって、検診車が各学校に回って

写真を撮るのです。この前いっぱい資料渡

したのですけれども、まとめればこんな感

じということです。

　確かにこれは行政でやらなければならな

いことなので、実は２年間アプローチしま

した、25年度にうまくいきそうになってい

て、これはよかったなと思ったら、市制に

変わるためということで予算がないという

ことでもって、また25年度も見送りになっ

て、市制になればまたできるかもわからな

いという何かちょっと本当に信じていいの

かどうかわからないようなお話をいただい

たというので、どこかで滝沢村の現況を教

育委員会に持っていけばもっと現実味があ

るのかなという感じがしました。

〇山口淑子理事　小学校５年生と中学２年

生で主にいろんな市町村でやって、もちろ

ん毎年やれば一番いいのですけれども、そ

うもやってられないので、雫石町は小学校

６年生だけかな、各市町村の懐ぐあいに

よって違います。１人消費税込みで1,050

円です。だから、100人やれば10万円とい

うことになります。

　以上です。

〇金井猛監事　今まで山口先生はそういう

ふうに滝沢村のほうにはアプローチされて

いて、なかなか進んでいないというのが実

情なのですよね。

〇山口淑子理事　アプローチしていると

いっても正式な文書を出したわけではない

のですけれども。

〇山口淑子理事　雫石町でやっているのは

どんな形ですか

〇上原充郎会員　わからないけれども、大

分前からやっている、６年生、検診車が来

て写真撮ってね。

〇山口淑子理事　手術の例は少ない、検診

しているところは少ないのですよ、きちん

と検診しているところには。だけれども、
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経過観察という部分で、途中で装具の装着

だとかはあるようです。

〇上原充郎会員　雫石小学校の部分は私が

やっていますからそこの部分は来るのです

けれども、ほとんどないですね。

〇山口淑子理事　それは検診をやっている

から、結局きちんと受けられるから、ただ

検診やっていない盛岡市、滝沢村がふえて

いることは事実なのです。

〇上原充郎会員　数が多いからあるかもし

れませんね。

〇金井猛監事　今岩手県内でやっていると

ころというのはそんなに多くはないのです

ね。

〇山口淑子理事　18か所と支援学校と附属

中学校、附属小学校。

〇金井猛監事　先生、先ほどのご意見。

〇鈴木一彦会員　学校保健法で規定されて

いるのであれば、主体はやっぱり学校がや

るべきであって、それに医師会が協力する

という形とるのが筋なような気がします。

〇山口淑子理事　でも、学校保健法で学校

の検診として項目の中に私たちの心臓聴診

も全部入っているわけで、だからこれはや

らなければならない、それはもちろんそう

だとは思うのですけれども

○鈴木一彦会員　そうです、委託されてい

るだけだからね。

〇山口淑子理事　責任はとらなければなら

ない。

〇鈴木一彦会員　それはそうだけれども、

だけれども手段はね。

〇山口淑子理事　やっぱり訴えられたら、

ちゃんと検診、側弯の検診やっているかと

いうところも問題で、だから結局中学生の

女の子なので裸にしなかったと一言言った

ことでやってないということになって負け

たのです。

〇鈴木一彦会員　では、その運動器検診の

どうこうしなさいというマニュアルはない

わけじゃないですか。でしょう。だから、

やっていますということがあれば、別に裁

判に負けることはないのであって、その裁

判のやり方がまずいのだと思うのです。

〇上原充郎会員　それは、そういうことを

山口先生と議論することではなくて、そう

いうことをやっていないところの市町村に

働きかけていくかどうかという話をしてい

るのでね、そういうことではないのかな。

〇山口淑子理事　学校検診のやり方につい

て。

〇上原充郎会員　そのために我々岩手郡医

師会の学校医活動テーマとして児童、生徒

の運動器検診の取り組みというのを掲げる

のだよと。それを理解してやっていない町

村はやってもらえるように、事あるごとに

話していけばいいことではないのかな。

〇佐々木久夫理事　検診というのは一回に

全町やろうと思ったって無理なのだよね、

どの検診も一回にやるというのは。だか

ら、まずモデル地区をつくって、１校、２

校でいいからまず始める、やっていないと

ころを。

〇山口淑子理事　まずは検診をきちんとや

りなさいということですよね。

〇金井猛監事　藤井先生、何かご意見あり

ますか。

〇藤井裕会員　幾ら子供の数が少なくて

も。そういうことを考えればモアレ法でや
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るべきだと思います。

〇鈴木一彦会員　話の持っていき方とし

て、まず一つは前屈でしましょうというこ

とで、そしてあとは学校側に対しては、そ

れでも見逃す可能性があるから、モアレ法

というのがあって、それをモデル校をつ

くってやってみませんかということを働き

かけるということなのでしょう。

〇高橋邦尚会長　そこまではその話だった

のですけれども、例えばさっきパイロット

スタディと言いましたが、パイロットスタ

ディみたいに郡の医師会のお金をそれに

使ってパイロットスタディをやっていいも

のかどうかということ。

〇上原充郎会員　それは違うと思う。

〇高橋邦尚会長　そういうことを話しても

らいたいのです。

〇上原充郎会員　それはやっぱり町村単位

でやることだと思うから、教育委員会のほ

うで予算化するかどうかということで、今

年度は予算執行しているわけだから、私と

しては、校医としてはそういうのはやった

ほういいのだよということを事あるごとに

教育長にも、あるいは養護の先生にもしゃ

べって、養護委員会とか養護教諭委員会な

んていうのがあるはずだから、そういうと

きにみんなで役場のほうに働きかけてみた

らというようなことから始まるのではない

かなと思いますけれども、岩手郡医師会の

お金を出すのは私は違うと思う。

〇金井猛監事　整形の先生にも来ていただ

いているので、ちょっとご意見伺いたいと

思います。

〇高橋邦尚会長　一つは、素朴にモアレ法

というのはそれほど大事な検査で、側弯や

るときの切り札となり得るのか、あるいは

丁寧にこういうふうに背屈とか、側屈やれ

ば見つかる、そこら辺の方法が全然わから

ないもので、どうなのですか、全体として

臨床データとして役立てるような、コスト

バリューあるのか。

〇立本仁会員　ちょっと簡単な資料を持っ

てきました。視診で診ればどれぐらい曲

がっているか少しわかるのですけれども、

正確に診れば、実技でも全脊柱のエックス

線写真がどうしても必要になる。実際首か

ら下の写真を撮るのです。

〇立本仁会員　検診で診てわかる子供さん

が上手にしてくれるか。上手にしてもらわ

ないとわからないです。上手にやらせるた

めには、こちら側がある程度経験とか知識

があって子供さんを上手に指導する。低年

齢で発症した例を検診で側弯症を全て見落

とさないことは難しいですよね。身長の伸

びがとまって、成長が終了した後も悪化し

ているケースがまれですけれどもあるので

す。ですから、全てを網羅するというのは

とても難しいしどうしてもモアレ法とか、

まさに訴訟の話はわかっている話でしたけ

れども。

　今日お持ちしたのも東京予防医学協会の

2007年度の公立の小中学校、私立の小中学

校の子供たちのほとんど全てにモアレ法を

小学校４年、中学校１年と２回受ける、あ

るいは６年のデータ出ています。これは医

師会ではなくて、市町村の事業であってそ

れに対して我々はどこまでできるかという

話になる。学童期の非常にわかりづらく
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て、しかも悪化しやすいケースですね、こ

れをどうするかということが重要だと思い

ます。これを小児科の先生方が診てわかる

かといったら難しいと思うのですよ、我々

が診たって難しいのですから。

　あと運動器検診の話がちょっと出てきま

したけれども、臨床整形外科のほうにも運

動器検診のほうに積極的にかかわっていこ

うというような、そういう話になっていま

すので、整形外科、臨床整形外科のほうと

して何らかの対応をしていくことを多分こ

れから考えると思いますので、そちらとタ

イアップしていくのがいいのではないかな

と思います。

〇高橋邦尚会長　質問いいですか、先ほど

特に学童の診断が難しい時期、それという

のはモアレ法をやると多少子供がうまく

やってくれなくても客観的な診断基準とし

てモアレ法というのは非常に有効なのです

か。

〇立本仁会員　一応は有効。

〇高橋邦尚会長　それしか方法はないみた

いなことでしたね。それというのはある程

度客観的なデータがとれるということなの

ですね、個人的ないろんなことがあっても。

〇立本仁会員　昨日、前の中央病院の科長

にちょっと側弯症の件で話したのですけれ

ども、岩手県の予防医学協会にモアレ法の

検診車があって、モアレ法の専門の測定す

る方が来ているらしいです。それとは別に

脊柱側弯症にある程度経験のある岩手医大

の山崎先生初め数人の先生方が全員でその

モアレの写真を見てチェックしているそう

です。

〇鈴木一彦会員　偽陽性ということはない

のですか、モアレ法で。

〇山口淑子理事　だから、その生徒たちは

来年診る来年またフォローして、もう一度

撮り直すのです。

〇高橋邦尚会長　それというのは、極端な

ことを言うと２回やらないと意味がないと

いうことですか、極論すると。

〇立本仁会員　それについては対比した

データは出てないのです。

〇高橋邦尚会長　もう一つ聞きたいのは、

今山口先生のアイデアみたいにパイロット

スタディでやって、滝沢の小学校の一定の

年齢層を２地点でチェックするというよう

なことは、例えばその子たちに対してのベ

ネフィットはあるけれども、要するにデー

タとしてはそういうデータはありふれてい

るではないですか。

〇立本仁会員　そうですね、あえて我々医

師会が集めなくてももういいかなと。

〇山口淑子理事　しつこく言っているので

すけれども、全然やってない。

〇高橋邦尚会長　そうしたら、むしろデー

タをとることが目的ではなくて、それを行

政と話をしながらできるだけ予算化して、

一人でも多くの子供たちに確実にやっても

らうというような働きかけを医師会として

はすべきだというような考え方ですよね。

どうもありがとうございました非常に貴重

なご意見でした。

　その後、学校健診の内科健診、いじめな

どの状況が話し合われた。

　その後学校健診と再度側弯症について下

記のような意見交換をした。
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〇西島康之監事　山口先生に聞きたいので

すが、私は内科検診です、学校の。心肺は

当然のこと、このデータ、これ主観的に胸

郭に異常があるか、脊椎に異常があるかと

いうのは、普通一般的にもうちゃんと診な

ければならない。改めてこれを今度は写真

で撮れと、客観的に診ろと。

〇山口淑子理事　客観的に診たほうが…

〇鈴木一彦会員　学校検診は限界があると

思うのです。どうしても視診ですから、やっ

ぱり非常に軽度の側弯なんか見逃す可能性

あると思うのです。それこそ本当に明らか

な側弯というのは、やっぱり視診でもわか

るやつは見逃さないように私はしているつ

もりなのです。

〇上原充郎会員　明らかにおかしいのはも

う治療していますよ。

〇鈴木一彦会員　いや、してないのもある

のです。

〇上原充郎会員　あるの。

〇鈴木一彦会員　あります。

〇上原充郎会員　随分おくれているね。

〇山口淑子理事　先生、１人側弯の子いた

のですけれども、学校検診でチェックした

子。まずは経過観察、その子に対しては補

装具になりまして、経過観察の上で手術し

ましょうと、もう少し置いておけば、恐ら

く手術になったかもわからないという子で

すよね。そういう子もいるから。

〇山口淑子理事　大事なことなのです、こ

れは怪しいなと思うことが大事で、それで

受診して経過観察をしながらずっとフォ

ローしてもらって、そこでそうなったとい

う子もいるから、ここで診ることはとても

大事だし、そこでチェックすることも大事

なことの一つではあります。

　経過観察してもらうのは整形の先生です

ね。

〇山口淑子理事　そうです、もちろん。

〇鈴木一彦会員　そこまでで学校医の仕事

は終わりでいいのではないかなと思います

けれども。

〇山口淑子理事　だからチェックするこ

と、そこをいかに精密にするかというとこ

ろで、これをやってくれるほうが私たちの

気持ちは楽ですよ、そうですよね。

〇鈴木一彦会員　もちろんそうだけれど

も、普通にお金との絡みがあるわけですよ。

〇山口淑子理事　それはやっぱり行政でや

るべきだと、行政でやってもらうべく、働

きかけるための一つの手段としてというこ

とですよね。

〇金井猛監事　そうですね、先生も言って

くださいましたけれども、まず最初にまだ

始まったばかりですから、まず今最初にや

ることは、僕らのほうである程度行政機関

のほうに働きかけをするということで、ま

だ予算云々に関しては、こういう状況であ

ればちょっと決められないと思うのです。

ただ、まず今僕らができることは行政機

関、例えば滝沢村だけではなく、ほかのやっ

てない地域とかへの働きかけをまずやる。

それにおいては、会長と僕とあと山口先生

やほかの先生方にまた相談させていただい

て、どういう働きかけの仕方とか、ちょっ

と相談させてもらおうかと思うのですけれ

ども、まずそれから始めたいかなと、今の

段階では思うのですけれども。

〇佐々木久夫理事　雫石のデータを使って。

〇金井猛監事　ええ、それも利用します。
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　それ以外に何かご提案とかありますか。

〇山口淑子理事　もう一つ、私プリントつ

くっていたのですけれども、肥満対策が非

常に、メタボ対策、メタボ予防。子供のメ

タボ予防というのは、大人のメタボを予防

するためなのです。子供の肥満児を治療す

るとかではなくて、大人になってからのメ

タボリックシンドロームにならないための

方策としてやっているのですけれども、こ

のぐらい肥満の子がいるのです。八幡平

市、葛巻町、岩手町、その２枚目の紙が以

前に県央保健所でキッズ大作戦という肥満

児に対しての対策の協議会をつくったとき

のデータをちょっとスライドっぽくしたも

のを出したのですけれども、昔もこうだっ

たのですよね。

〇上原充郎会員　ないですよ資料

〇山口淑子理事　そうですか。

〇山口淑子理事　多いのです、岩手郡医師

会の管轄する市町村の子供多いのです。前

のときも全然、頑張ったのだけれども、がっ

かりしたデータなのですけれども、でも運

動するとか、私もいろいろ調べたら、肥満

の子供の中にも病的な肥満の子と健康な肥

満の子というのがいるのです。だから、そ

れのデータの解析をしているのですけれど

も、それの調査をしたいので、各学校保健

会のほうにアプローチしていることがある

かもわからないけれども、ご了解いただけ

ますでしょうかという……

〇上原充郎会員　予防医学協会で全部配っ

ているよ、やっているところのはね。

〇山口淑子理事　先生、それをやっていな

いところが多いのです、血液検査とか全然

やっていなくて。

〇上原充郎会員　何年か前に私は肥満を

持ったことがあるのだけれども、学童成人

病の肥満とおしっこと何だっけ、貧血と、

そういうのをひっくるめて約２割ほどが何

かしらにひっかかっています、やっている

ところを見ると。４人に１人は何かしら

持っているような状態でしたよ、何年か前

の予防医学協会で出しているデータを前に

まとめて、しばらく学校医大会で発表しま

したけれども、それによると２割５分が何

かしら。

〇山口淑子理事　雫石町は割合いいです

ね。

〇上原充郎会員　20％を肥満とすると、約

１割５分ぐらいが肥満児に該当します。

〇山口淑子理事　一番お願いしたいのは、

葛巻町が今一番トップなのです、岩手県の

肥満傾向割合。だけれども、葛巻町の子供

たちは走れるのです。走れる肥満児と言う

のですけれども、滝沢村の子は走れない子

もいる、肥満児もいるのですけれども、そ

れで葛巻町の重点的に学校健康課題解決事

業というのがあるので、それで肥満対策を

やるということになっています。

　上原先生の持参いただいた資料について

〇上原充郎会員　この紙は、これは私が

持ってきたので、何のために持ってきたか

というと、学校医というのは昔はこうで、

今はこうだよという一番最初は感染症対

策、学校保健の主な働きだったそうだそう

です。

〇上原充郎会員　我々は広い目で見ていか

なければだめなのだなというふうな時代に
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なっているよということが書いてあるよと

いうので持ってきたのです。

〇金井猛監事　ありがとうございます。肥

満のほうの山口先生からのご意見について

は、また検討していただくということにい

たします。会長の髙橋先生から一言お願い

します。

〇高橋邦尚会長　どうもありがとうござい

ました。私個人的な意見ですけれども、今

こうやって私も仕事をやらせてもらいます

と、学校保健というのは、学校部会の仕事

というのはすごく大事なのです。後戻りで

きない医師会の大事業であります。ですか

ら、今後とも力を入れてやらせていただき

たいと思いますし、今肥満の話、それから

側弯症の話出ましたけれども、いろんな話

がありますけれども、一旦それを一つデー

タをとって、ちゃんと読める形にする、あ

るいは学校部会が学校で報告出すとか、そ

ういう形のあるものにしていかないと、

やっぱり話は進まないのだろうと思いま

す。

　先ほど雫石のほうでデータがあるという

のであれば、そのデータを出していただい

て、それを一応チームで分析して形をつく

るなり、あるいは学校部会のプレゼンテー

ションの形にするなら形にして、そういう

実のある形にして進めたいと。そして、そ

の先にやるべきことのどうのこうのという

ともっと見えてくるのではないかと思いま

すので、近々また連絡とりますので、上原

先生、雫石のほうのデータをぜひ見せてく

ださい。できればこういう会合を経て、若

い先生が中心になって学校部会なんかで積

極的に発表していただきたいと思います。

そういう具体的な活動がなければ、我々の

やっていることは余り日を浴びない、表に

出ることだけが仕事ではありませんけれど

も、やっぱりそういうアピールというのは

我々必要だと思いますし、この前の総会で

もお話ししましたように、うちの市町村の

児童はこう扱え、あるいはこうやりたい、

学校の先生と相談でこういうような勉強会

したいというのは、全て公益事業として見

なされると私は思っておりますので、そう

いうふうなアイデアがあればむしろ積極的

にこちらのほうにご連絡いただきたい。い

ずれにしても学校部会の事業は非常に大切

な部会だと認識しておりますので、皆様の

お力をおかりしたいと思います。よろしく

お願いします。

〇金井猛監事　力足らずで、なかなか話も

うまく進められなかったのですが、いろい

ろご意見いただいてありがとうございま

す。

　学校部会これで終わりにさせていただき

ます。ありがとうございました。
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■日　時：平成25年７月10日㈬　18：00〜

■場　所：ホテルメトロポリタ盛岡NEW WING

柳村典秀、南　敏幸、熊谷雅英、遠藤正紀、

主浜照風、菊地卓哉、田村幸子、高橋正俊、

大坪一彦、小川　亨、佐々木由利子、高橋

勝秋、千葉澄子、熊谷浩二、三上由美子、

熊谷多美子、児玉厚三、佐々木隆人、笹嶋　

泉、小豆嶋　章、高瀬真二、高田昌樹、高

橋一章、平野　隆、三浦幹也、南舘祐二、

金井　猛、紺野敏昭、斉藤宏之、髙橋邦尚、

高橋　真、立本　仁、栃内秀彦、山田わか

子、大川原真澄、西谷　巌、篠村達雅

次　　　　　第

開　会  司会　高橋　　真先生　　　　

１．滝沢村村長挨拶  柳村　典秀様　

２．岩手郡医師会滝沢村地域担当理事挨拶

　栃内　秀彦先生

３．プレゼンテーション（テーマ在宅）

座長　紺野　敏昭先生

◎滝沢村

「滝沢村の高齢者の状況」

滝沢村健康福祉部高齢者支援課　

課長　小川　　亨様　

◎歯科医師会

「在宅における歯科の重要性と課題」

ひらの歯科医院　　　　

院長　平野　　隆先生

◎医師会　　　

「在宅医療の現状」

あすみのクリニック　　

院長　斉藤　宏之先生

◎質疑応答

４．懇親会

司会　植田　　修先生　　　　

乾杯　岩手八幡平歯科医師　　

会長　三浦　幹也先生

平成25年度滝沢村３者合同
医療懇談会

岩手郡医師会副会長
滝沢村地域担当理事
栃内秀彦先生

滝沢村村長　柳村典秀様ご挨拶

岩手八幡平医師会会長
三浦幹也先生
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司会　岩手郡医師会理事　高橋　真先生

「滝沢村の高齢者の状況」
滝沢村健康福祉部高齢者支援課

課長　小川　亨様

懇親会 懇親会

「在宅における歯科の重要性と課題」
ひらの歯科医院
院長　平野　隆先生

「在宅医療の現状」
あすみのクリニック
院長　斉藤宏之先生

滝沢村「在宅」をテーマにプレゼン
座長　紺野敏昭先生
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平成25年度岩手郡医師会等行事 （4～7月）

開催日時 会　　議　　名 会　　場

平成25年

４月10日㈬ 19：00〜 岩手郡運動器疼痛懇話会 滝沢村商工会館

４月12日㈮ 15：15〜 第37回郡市医師会事務研修会 岩手県医師会館

４月17日㈬ 19：00〜 岩手郡医師会　第１回総務会 アイーナ

４月20日㈯ 15：30〜 第１回岩手県医師会選挙管理委員会 岩手県医師会館２階　
第２会議室

４月24日㈬ 19：00〜 岩手郡医師会　第１回理事会 アイーナ

５月18日㈯ 17：00〜 平成25年度第１回通常総会及び特別講演 ホテルメトロポリタン
盛岡

５月25日㈯ 15：30〜 いわて医師協同組合通常総代会 ホテル東日本盛岡

同上 16：45〜 第２回郡市医師会長会議 岩手県医師会館３階　
視聴覚室

同上 17：15〜 岩手県医師連盟執行委員会 岩手県医師会館３階　
視聴覚室

５月29日㈬ 16：30〜 岩手紫波管内合同老人ホーム入所判定委
員会 岩手県県央保健所

６月10日㈪ 18：30〜 第１回八幡平市地域医療計画策定委員会 八幡平市役所３階

６月12日㈬ 18：00〜 拡大総務会 滝沢村商工会

同上 18：30〜 広報委員会 滝沢村商工会

同上 19：30〜 学校保健部会 滝沢村商工会

６月24日㈪ 19：00〜 盛岡地区二次救急医療対策委員会 ホテルロイヤル盛岡

６月30日㈰ ９：30〜 第65回岩手県医師会総会  ホテル東日本盛岡

同上 第130回岩手医学会（春季）総会 ３階 鳳凰の間

７月６日㈯ 16：30〜 参議院選挙対策 岩手県医師会館

７月10日㈬ 18：00〜 滝沢村３者合同医療懇談会 ホテルメトロポリタン
盛岡 NEW WING

７月23日㈫ 19：00〜 予防接種に係る打合せ会（盛岡市医師
会・岩手郡医師会・紫波郡医師会） 盛岡市医師会館

７月24日㈬ 18：30〜 平成25年度第１回滝沢・雫石地域医療介
護連携推進会議 ふるさと交流館２階

７月27日㈯ 16：30〜 第３回郡市医師会長協議会 岩手県医師会館
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　岩手郡医師会はいつもいうことですが１

市３町１村とからなっており、学校保健活

動もそれぞれの行政、教育委員会そして学

校保健会と行なっている。共同での事業は

岩手地区学校保健会という組織があり、そ

れぞれの市町村教育委員会、学校保健会と

岩手郡八幡平市歯科医師会そして岩手郡医

師会とが、盛岡教育事務所の支援を受け研

修会を毎年行なっている。今年度は雫石学

校保健会が担当で開催した。参加者は学校

関係者が主で歯科医師会、医師会からは数

名であった。

　さて岩手郡医師会の市町村での共通の課

題は、児童の肥満対策である。岩手県内に

おいての肥満傾向児割合の非常に多い地域

であり、数年前には県央保健所が主導し

て、医療、保健、教育、地域の連携のもと

「メタボ予防いき２キッズ大作戦」を展開

した。肥満については著明な改善を得たわ

けではないが、参加した学校における健康

に向けての自主的な取組みがなされるよう

になったこと、そして市町村における食育

推進活発化にも刺激を与えたことなどの成

果がみられた。そしてこの活動が肥満傾向

児割合の多い市町では継続されている。

　また虫歯予防を重点課題としている町で

は、小学校時代は好成績をあげているもの

の中学校での虫歯発症への対策を取ってい

る。

　また思春期問題を重視し、10年間、助産

師会会員、医師会会員等による思春期授業

を小中学校で行なっている市町村もあり、

児童生徒の気づきを促している。

　その他いじめ、不登校等こころの問題に

継続して取り組んでいる。

岩手郡医師会学校保健報告（24年度）

山口クリニック　　　　　
院長　山　口　淑　子　
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　東京下町生まれの私は幼少の頃から自然

と江戸情緒に触れていました。羽子板市、

朝顔市、鬼灯市、お祭り（神田明神・三社・

鳥越神社）、そして歌舞伎、落語、相撲な

ど物心つく頃には慣れ親しみ、血肉となっ

ていたと思います。母方が江戸からの植木

屋で粋筋とのつながりがありました。そこ

で職人や女中たちが仕事しながら「六代目

は、歌右衛門は、海老様が云々」と話して

いました。

　下町の住民は良きにつけ悪しきにつけ濃

厚な人間関係があり、夕涼みしながら縁台

囲碁・将棋、銭湯や夜廻り、火の用心の小

屋でのおじさん、おばさん達の世間話をよ

く聴いたものでした。泣いたり笑ったり、

時に喧嘩もありました（寅さんの世界です）。

　中、高の通学にバス、電車を利用するよ

うになりました。その途中に歌舞伎座があ

り、寄席、（蔵前）国技館、映画館、スト

リップ小屋、見世物小屋などあり、勉強よ

りそちらに心ひかれました。40〜50年前で

すから歌舞伎座、国技館は極めて安く入る

ことが出来ました。学割の立見席は50円か

100円くらいだったかと思います。寄席は

鈴本、人形町末広、東宝名人会、講談は本

牧亭、木馬館でした。名人、上手の人達を

生で観てきました。また異形の取的に驚き

ました。

　中高の友人が玉三郎の同級生、別の友人

は故勘三郎の家庭教師をしていたことなど

もあり人間国宝も身近な存在でした。散歩

の途中に「美濃部」の表札の家があり、稲

荷町の長屋、黒門町の仕舞屋がありまし

た。それぞれ志ん生・馬生、正蔵（彦六）、

文楽の住まいでした。

　学生運動・造反有理の時代となり、古い

ものを否定する風潮の中、一時期それらか

ら離れました。しかし、30代40代になると

江戸情緒が私にすり寄って来て、すっかり

その虜になってしまいました。

　東京に行く時は度々歌舞伎座、寄席に顔

を出します。関西の学会の時は、大阪松竹

座、京都南座で観劇しています。

　生死はどの世界でもつきものですが、志

ん朝が亡くなり、談志の亡くなったことは

残念でなりません（特に志ん朝は）。猿之

助が倒れ、富十郎、勘三郎、団十郎が若く

して亡くなられたことは芸能の世界の大き

な損失と思います。それでも次代の方々が

輩出してくるだろうと楽観していますが。

　さて江戸趣味をあれこれ話しましたが、

これも江戸という一地域の風土に根ざした

ものです。各地域、各地方に人々の営みが

あり、特殊性と普遍性がありますが、その

「江戸趣味」「雑談・世話話」「精神科治療」

かなもり神経科内科クリニック
院長　金　森　一　郎

滝沢村から仲間便り
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特殊性の根底にある普遍性に関心が行きま

す。すなわち人の喜怒哀楽、心の働きに興

味があり、それを生業にしています。

　密かに私淑している精神科医に神田橋條

治氏がいます。彼は「養生」という言葉に

新たな生命・息吹を吹き込みました。しっ

かりした学問の裏付けがある先生ですが、

近年「雑談精神療法」を目指しているとの

ことです。換骨奪胎の誹りを覚悟の上、図

らずも私も「世間話精神療法」を行ってい

ます。患者さんと世間話、雑談をすること

が楽しみとなっています。そこから何か患

者さんの癒しの一助になれば良いと思いま

す。また私も彼らから教えられることが

多々あります。でも長い待ち時間になり、

患者には迷惑をかけていると思います。ま

た医療経済的には？

　「酔っ払い」「芝浜」「革財布」というお

題をもらって、円朝が落語「芝浜」を作っ

たといいます。落ちは「（酒飲むと）また

夢になるからよそう」です。

　私も三題噺しとして、この拙文を記しま

した。しっかり生物学的精神医学、認知行

動療法など学問せいと聞こえてきますが、

それはいいとこ取りにさせてもらいます。

何故か？「（今から勉強すると）私の臨床

が夢になってしまうから」

　失礼いたしました。またのお越しを。　
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　つい先日も末期癌患者さんを受け持ち、

訪問診療を行いながらターミナルケアを行

い、患者様や家族様の望む自宅での看取り

を行いました。その時にふと、在宅医療に

関して感じたことがあります。

　仕事柄、高齢者の在宅介護や在宅医療に

関する相談を受ける中で「自分は長生き

したくない。」「ぽっくり死んでしまいた

い。」「長生きすることに何の意味があるの

か。」という声が聞かれることが度々ある。

長生きすることで寝たきりになって家族や

地域に迷惑をかける位なら元気なうちに亡

くなりたいという理由であった。その言葉

の裏には「本当は地域や在宅で生活はした

いのに・・・」という隠された本心の気持

ちが含まれていると考えられる。「長生き

したくない」という言葉の中に現在の日本

における医療・福祉の問題点が垣間見えて

くる。

　ここ近年の社会福祉政策は、国民が住み

慣れた地域や在宅での生活をいつまでも継

続できるようにシフトしてきている。

　岩手県でも24時間の在宅医療支援の取り

組みが始まってきており、今現在、盛岡市

にある「もりおか往診クリニック」は平成

24年度に強化型在宅療養支援診療所とし

て、訪問診療専門に24時間365日の往診体

制による在宅医療支援を行っている。ここ

では介護保険サービス事業所と連携を取り

ながら他職種でのチームを組みながら登録

者約300名の在宅ケアを支援している。ま

た、釜石市でも釜石医師会の有志が集まっ

て在宅医療を支援している。最近では一関

にも同様の活動が始まっており、岩手県で

も徐々に24時間体制での在宅医療の取り組

みが見られはじめてきている。

　ただし、この24時間体制での在宅医療の

取り組みは、医師や看護師、介護サービス

事業所などマンパワーや社会資源の多い都

市部では機能する制度ではあるとは思う

が、過疎地域では機能しない問題点も見ら

れている。

　特に僻地や農村部においては深刻な医師

不足や医師の高齢化が進んでいる。また看

護師や理学療法士等の不足も深刻で慢性的

なマンパワー不足の状況である。医師の職

務も多忙を極め、普段の職務の他に、学校

医や産業医、介護保険審査会など業務外で

も多忙のため、医師の精神的身体的負担が

大きく、高齢の医師にとっては深刻な問題

である。また、年金暮らしの一人暮らしや

老夫婦の患者さんにとっても過疎地域では

交通手段が少ないため、受診や往診にお金

がかかる等の経済的負担も大きくのしか

過疎地域における在宅医療と今後の課題

西島医院　　　　　　　
院長　西　島　康　之

葛巻町から仲間便り
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かっているのが現状である。そして、過疎

地域では在宅医療に欠かせない訪問看護ス

テーション不足があり、過疎地における24

時間体制での在宅医療は困難を極めている

のが現実である。

　人間は誰しも住み慣れた地域や在宅でで

きる限り生活したいとは考えているもので

はあるが、このように現実問題として核家

族化が進み、地域社会が崩壊してきている

中でこのような慢性的な過疎地における問

題点が解決しない限りは、24時間体制での

在宅医療支援は困難であると考える。

　また、24時間体制の医療を利用された利

用者の家族にお会いしたことがあったが、

ある家族様の話によると利用してみた感想

として、いつでも来てくれるという安心感

はあったが、いつも違う職員や医師が入れ

替わり立ち替わり来ることで家族様の違う

意味での気遣いが増え、精神的負担があっ

たり、説明や連携不足からくる家族や患者

様と在宅医療チームの間にケアに対する相

違もあったようである。看取りに於いて

「人」と「人」のコミュニケーションと患

者様や家族様に寄り添った支援が重要であ

ると考えさせられた。

　地域住宅医療には「平等」、「安心」そし

て「信頼」の３つが必要であると考える。

　「平等」とは、住んでいる地域によって

医療福祉の地域格差がないことである。必

要な人に必要な量の医療福祉が受けられる

体制づくりが必要である。

　「安心」とは、誰しもがいつでも適切な

医療や介護が速やかに受けられることであ

る。最後に「信頼」は、心許して相談でき

る関係性のことであり、地域に根差した医

療福祉のことである。

　地域在宅医療は医師会だけでは達成でき

ない問題であり、市町村や県、国が先ほど

述べた課題を解決できるように、全力で取

り組んでいかなければならない問題である

と考える。

　冒頭で述べた多くの高齢者や障害者が、

「長生きしたい」「自宅で看取りたい」「自

宅で最後まで過ごしたい」と本心で言える

ような世の中にしていくために、地域在宅

医療や在宅介護が地域に根差して機能でき

るように関係機関と今後も協議していきた

いと私は考えている。

　上杉謙信の言葉−為せば成る為せねば成

らぬ何事も成らぬは人の為さぬなりけり−。
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　小さなスポーツ選手育成のために、大学

運動部の監督要請をおことわりしたことが

ある。アルペンスキー少年団の中でもけっ

して早いほうではなく、体重は標準以下で

あった。

　小学校低学年時代は、ゴールデンエイジ

といわれ、神経系の大事な成長時機であ

る。体内にさまざまな神経回路が次々張り

めぐらされる時機であり、運動能力、バラ

ンス能力がやしなわれます。

　スポーツの要素には、持久力・アジリ

ティ・クイックネス・スピード・パワーが

ありますが、特にアジリティとクイックネ

スを重点的にトレーニングをした。

　アジリティは敏捷性のことであり、素早

い切り返しや方向転換などである。工事現

場用の大きなコーンやトレーニング用の数

種類を利用して、アメフト・サッカーから

学び応用し、平地で行い時には斜面を利用

した。

　クイックネスは素早さのことであり、最

近の１〜３歩をできるだけ速く動くための

トレーニングを行った。選手が小さく市販

のラダーでは間隔が広すぎ、正しいポジ

ションが作られないため手作りラダーを使

用していた。またカラー板を利用して、

様々な組み合わせで並べ、走りながら足の

運び、動体視力も養うトレーニングも行っ

た。

　バランス能力を養うために、図面をひき

建具屋さんに作っていただいたボードを

使用したり、バランスボール上に立って

キャッチボールやジャグリングをしたり、

トランポリンなどあきさせない様に行っ

た。

　あらゆるスポーツでは体軸が大事であ

り、テニス・卓球の左右打ち、自転車によ

るダウンヒル・アスレチックコース走行、

インラインスケートやコーン使用時は、ポ

ジションに注意しながら行った。

　スポーツ栄養学・休息・筋肉の超回復を

取り入れながら、雪がふる前に勝負は決ま

るとトレーニングを続け、雪上では少年団

の父兄コーチ達との共同作業で岩手県一位

までたどりつけたが、全国の壁は厚かっ

た。十数年前のほろにがい思い出である。

運動神経は作られる？

雫石町立雫石診療所　　
所長　秋　山　法　宏

雫石町から仲間便り
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　当、岩手町における最長老の医師であっ
た、工藤剛嗣先生が去る５月12日、逝去さ
れた。先輩といっても、まるで親と子程の
年の差がある。ここに、私が非礼を顧み
ずに、思い出を語ることをお許し頂きたい。
　先輩は、現さわやかクリニックの前身、
工藤医院の開設者であった。昭和16年、
軍医として志願、満州の牡丹江第二陸軍
病院へ配属された。終戦直後、中国解放
軍（八路軍）に拘留され現地で医療に従事
した。故郷では消息が不明のため戦死し
たものとされた。昭和32年同級生30数名と
共に、戦没者として、追悼式が営まれた。
　ところが、幸いにも彼は、昭和33年、
日本に帰還したのだった。彼は、県のサッ
カー界の振興、園井恵子さん（宝塚トップ
スター、岩手町出身、彼と同級生、広島の
原爆で死去）の顕彰碑建立等々に尽くした。
　彼との出会いは、工藤医院の当直をし
た昭和46年であった。その時の彼は、地
域の医療やサッカーの事を熱心に話され
る。・・・少しくどく。どこにでも居そうな
好々爺に映った。
　縁があって、昭和53年当地で私は開業
することになる。以来、今日まで、私は公
私共にお世話になり、そして、彼の稀有な
人柄に接することになった。彼は長い中国
での抑留生活で、感じる所があったのだろ
う、私とは、異なる国家観を有していた。
しかし、その確固たる信念も、彼は声高
に主張するようなことはなかった。
　純で朴で、人懐っこくて、意気に感じ
て、そして不器用で・・・・・・。とりわ
け、ともすれば人の心に生じがちな、ねた

みや、そねみ、うらみ、つらみ、おごり等
の負の態度が、彼にはなかった、感じるこ
とがなかった。
　粗衣、粗食。東に困った人がいれば助
けに行き。西に死んだ人がいれば一緒に
悲しみ。天変地異があれば、何も出来な
いでオロオロし。威張る事も、目立とうと
する事もなく・・・・・。
　私には、先輩は、宮沢賢治の ｢雨ニモ
負ケズ｣ の詩を地でゆく人のように映って
いた。このような人柄ゆえに、日々診てい
る患者さんのみならず、多くの人々から尊
敬されたものであった。
　純朴、まるで子供がそのまま大人になっ
たような人であった。事に際し「工藤先輩
は、この様な時にどんな対応をするのであ
ろうか・・・」と、知らず知らずのうちに
私の行いの物差しになっていた。そんな彼
であったが、乾杯の音頭だけは・・・・。
話が長い。泡が立って飲み頃のビールには
中 あ々りつけない。それかあらぬか晩年に
彼に乾杯の音頭を取ってもらっているシー
ンは、無かったような気もするが・・・？
　彼の精神は、接した人々の心に生き続け
ることだろう。そういう意味で、肉体は滅
べども、精神は滅ばずということを示してく
れた人であった。精神はおろか101才という
長寿も常人には越えられない生涯であった。
　ここに101才の起伏に富んだ天寿を全う
されることになった。悲しみは尽きない。
謹んでご冥福をお祈りする次第である。

医療法人徳政堂　佐渡　豊
平成25年６月24日

亡き工藤剛嗣先輩を偲ぶ

― 純で朴
すなお

で ―
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【退　会】� （平成25年７月１日現在）

退会月日 所 属 施 設 名 氏　　　名 備　　　　　　　考

５月12日 工 藤 剛 嗣 死亡退会

会員数の状況

７月１日現在の会員数　88名

会員の入会・退会・異動等

URL  http://www.ginga.or.jp/~isikyo/
E-mail  isikyo@rose.ocn.ne.jp
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　今回も各先生方から秀逸な原稿を頂き充実した

内容となり、感謝いたします。 

　在宅医療推進がさけばれていますが、24時間

対応は、在宅専門の医師がいなければ無理な話

で、我が岩手町では休日当番医の維持だけで精一

杯の現状です。 

　工藤先生が101才の天寿を全うされました。私も幼い頃に

は、しょっちゅうお世話になり、医者になってからは工藤医院

で当直させて頂きました。開業したときにはクリニックに訪問

してくださり、90才を越えておられましたが、大変お元気でし

た。謹んでご冥福をお祈りいたします。 

北上　　明


